
【本教材について】

 テーマ： ３．避難所の開設・運営を円滑に進めるには

 単元名： ２．避難所の運営

 所要時間： ８０分程度 （休憩含まない）

 準備：

1. ワークで使用する資料とボールペン１本を参加者に配布して下さい。

2. 適宜、スライドの追加や変更をすることができます。参加者の特性
（自主防災組織等の会長が多いか、在職期間が長いかなど）に応じ
て、内容の追加・削減や修正・変更を検討することで、より良い研修
効果が期待できます。

3. 黄色い網掛け部分は、自治体で定めている事項に合わせてください。
※網掛けのないページ、文章・図表も、必要に応じてカスタマイズし
てください。

4. 避難所運営について、自治体による支援事例を紹介するスライドを
追加する等、カスタマイズを検討するとよりよい効果が期待できま
す。

令和７年12月2日更新



２．避難所の運営

自主防災組織等のリーダー育成研修

《 テーマ３ 》

避難所の開設・運営を円滑に進めるには



学習目標と内容

＜学習目標＞

• 避難所の運営から閉鎖までの手順を理解できる

• 運営で発生する主な課題と対応のポイントを理解できる

＜目次＞

(1) 避難所の運営

(2) 避難所における在宅避難者等への対応
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（１） 避難所の運営



避難所運営の流れ
（１）避難所の運営

②避難者の把握

参考：内閣府（防災担当）「避難所運営ガイドライン」、平成２８年４月
内閣府（防災担当）「避難所運営ガイドライン」、令和６年１２月改定
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③備蓄物資の配付

①避難者の受入

④避難所運営の本格化

⑤避難所の閉鎖



①避難者の受入
（１）避難所の運営

避難者の誘導

受付が済んだら、事前に作成した避難所のレイアウトに
沿って、避難者を誘導する

避難者の受付

避難者の受付を行う

避難者には、受付シート（名簿）に必要事項を記入してもらう

受付を行ってから、避難者を施設内に受け入れる

参考：内閣府（防災担当）「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン（チェックリスト）」、令和６年１２月改定、ｐ．２６
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施設内の使用ルールなど、事前に伝えておくべきことが
あれば、受付で説明する



②避難者の把握
（１）避難所の運営

避難者名簿を作成し、避難者の人数・情報を把握する

参考：内閣府（防災担当）「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン（チェックリスト）」、令和６年１２月改定、ｐ．２６
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なぜ避難者名簿を作成するのか

 避難者の人数を把握し、物資を要請する時の参考にする

 支援の必要性の有無、必要とする支援の内容について
把握する

名簿の作成方法

 様式を使って、世帯ごとに情報を記入してもらう

名簿は個人情報であるため、取扱いに注意する



避難者名簿の作成
（１）避難所の運営 7

避難生活開始後、世帯ごとに詳細な名簿を作成する

避難者名簿の活用

• どのような人が避難しているか把握し、避難者の特性に
応じた支援を実施するために活用

• 避難者の人数や状況を把握して、物資等（水・食料・生活
必需品等）を配布する

• 避難者の職能や特技等を把握して、避難所運営に協力し
てもらう人を確保する

避難者名簿の活用のポイント

• きめ細やかな支援を実現するため、名簿にはできるだけ細かく記載してもらう
（氏名、生年月日、性別、住所、支援の必要性の有無等（健康状態、保育・介護の
要否など）、職能・特技など）

• 受入時は、代表者氏名や人数、配慮が必要かなど、大まかな情報を把握する



■■市の避難者名簿の項目
（１）避難所の運営

参考：東京都「東京都避難所運営指針（参考資料）」、令和７年３月、ｐ．７
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氏名、住所、連絡先

家族の情報

自宅の被害状況

配慮が必要なこと

運営に協力できること

安否確認への対応（公開／非公開）

ペットの状況 ・・・など

■■市の避難者カード



③備蓄物資の配付
（１）避難所の運営

避難者に公平・平等に物資を配付する

参考：内閣府（防災担当）「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン（チェックリスト）」、令和６年１２月改定、ｐ．２６
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公平かつ、優先順位をつけて対応していく必要がある

対応の基本

 すべての避難者に公平に物資を配付する

物資が限られている状況の場合・・・

 「困っている人・配慮が必要な人」から柔軟に、機敏に、
臨機応変に対応する必要がある



休 憩
（１０分間）



避難所には多様な人がやってくる

11１.避難所の運営

高齢者

障害のある方

ペットの飼い主 帰宅困難者

子ども

外国人

性的マイノリティの方
（LGBT)

妊産婦や乳幼児

男性・女性



多様な避難者に配慮した避難所運営
（１）避難所の運営 12

避難所内の
ルール作り

個々の避難者への

支援

多様な避難者の
共同生活

安全・安心に避難所生活を送るためには・・・



避難所では、

どのようなルールを作成し、

対応すればよいでしょうか？



【ワーク】避難所のルール作りの検討
２.避難所の開設・準備

＜グループ検討＞

避難所で発生した問題に対して、
どのようなルールを作り、対応しますか？

付箋紙を使って、模造紙に整理してください
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❶電話
 夜中に大きな声で電話を
している人がいて眠れない

❷トイレ
トイレが汚れている

❸ペット
居住スペースにペットを

連れ込んでいる人がいる

電話

トイレ

ペット

ルール 対応



「避難所ルール」の設定と周知
（１）避難所の運営

知らない方と共同生活を送るためには、
ルールを設けて共通認識を持つことが大切

参考：東京法規出版「いのちと健康を守る 避難所づくりに活かす１８の視点」
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※人間関係づくりの必要性
避難生活の心身の健康には人間関係づくりも必要。
人と人のつながりが強い方と比較して、つながりが弱い方は、睡眠障害及び心理的苦痛
のリスクが約５倍高くなる可能性が示唆されている。

避難所生活に必要なルールの設定（例）

• 避難所全体共通のルール記載項目
 避難所の運営主体／避難者名簿登録／土足の可否／部屋の使用可否／食料配布／喫煙等

• 共同生活上のルール
 生活時間（起床・消灯・食事・放送等）／清掃／洗濯／ごみ処理／プライバシーの保護 等

• その他必要とされるルール
 トイレの使用（使用時・清掃時）／火気使用／夜間の警備体制について／ペットの飼育 等



ルールの周知
（１）避難所の運営

すべての避難者が、安心・安全に避難所生活を送るために、
避難者全員にルールを共有する

参考：内閣府（防災担当）「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン（チェックリスト）」、令和６年１２月改定、ｐ．２６
東京都「東京都避難所運営指針」、令和７年３月、ｐ．２
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イラスト、ふりがなをつけるなどして、
分かりやすく周知する工夫をする

避難所ルールの掲示
熊本災害デジタルアーカイブ（提供：宇城市）

ルールの周知

 ルール決定後は、説明・掲示・資料など
で、避難者全員が理解できるよう周知
する

 自治体職員や施設管理者、ボランティア
等にも共有する



❶避難所の「電話」ルール
（１）避難所の運営

当事者に直接注意するよりも、
運営側が「ご協力のお願い」としてルールを伝える
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電話ルール・環境の整備

 静かに休む時間帯を設ける（消灯時間）

 電話や会話用に、「通話コーナー」「談話

スペース」を設置

 夜間（例：22時以降）は通話・談話は指定

スペースで （張り紙やアナウンスで共有）

避難所は、多くの人が限られた空間で生活する共同生活の場。
あらかじめルールを周知し、避難者同士のトラブルを防ぐ！



❷避難所の「トイレ」管理
（１）避難所の運営

衛生的で誰にとっても快適なトイレ環境となるようにする

参考：内閣府（防災担当）「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」、令和６年12月改定
内閣府（防災担当）「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」、令和６年１２月改定、ｐ．１８
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掃除当番を決めて管理する

 避難者の中から、トイレの責任者
と掃除当番を決める

 一部の住民に負担が偏らない
よう配慮して役割分担をする

避難者の命を守ることに直結するため、
トイレの衛生管理は、避難所開設時から取り組む

トイレ掃除当番表で管理
写真提供：日本トイレ研究所



❸避難所の「ペット」対応
（１）避難所の運営

ペットスペースの選定基準

ペットを飼育していない方との動線ができるかぎり交わらない場所

鳴き声や臭い等の問題を考慮し、避難者の居室から離れた場所

飼い主の居室は、できるだけペットスペースの近くにする ・・・など

避難者の居室とペットスペースは基本的に分ける

参考：内閣府（防災担当）「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン（チェックリスト）」、令和６年１２月改定
環境省「人とペットの災害対策ガイドライン」、平成３０年３月、ｐ．９３
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事前にペット同伴避難のルールを決めて、
飼い主に周知しておく

スペースの運営

ペットスペースは飼い主の会を立ち上げて、運営する



避難所でのペット飼育管理ルール
（１）避難所の運営 20

ペットスペースは飼い主が責任を持って管理し、
トラブル防止のためにルールの設定が必要

参考：静岡県「避難所のペット飼育管理ガイドライン（平成29年3月策定）」

ペット飼育管理ルール（例）

避難所運営本部の指示には必ず従う 決められた場所で排泄させ、ルールに
従って処分する

ペットは、指定されたペットスペース
及び方法で飼育する

餌の時間を決めて、その都度片付ける

ペットスペースは飼い主の責任で管理
（受付、清掃等）する

運動やブラッシングは屋外で実施し、抜
け毛はきちんと片付ける

ペットを体育館や校舎等、人の居住
区域に入れないようにする

名札等を装着し、飼い主が分かるように
する

ペットによる苦情、危害防止に努める ペットとのふれあいの時間を決め、
夜間の接触はなるべく控える



【参考】避難所でのペットスペース
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ペットと人との「住み分け」は、避難者数や避難所内の状況
に応じ、避難所運営本部とともに検討が必要

参考：静岡県「避難所のペット飼育管理ガイドライン（平成29年3月策定）」

ペットスペース設置のポイント

• ペットを飼育していない避難者と交わら

ない

• 避難所活動の妨げとならない

• 鳴き声や臭い等の影響が少ない

• 犬をけい留できるフェンスや柱がある

• 直射日光や雨をしのげる

• 部外者の立入制限等をかけやすい

• 清掃しやすい

（１）避難所の運営

ペットスペース例



支援が必要な避難者に対して、

どのように対応していけば

よいのでしょうか？



【ワーク】個々の避難者に対する支援の検討
１.避難所の運営

＜グループ検討＞

以下の避難者は、避難所でどのようなことに困ると思いますか？

また、困りごとに対してどのように対応しますか？

付箋紙を使って、模造紙に整理してください
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❶ 「車いす」の避難者

❷ 「乳幼児連れの母親」

❸ 「外国人」の避難者

（日本語が話せない）

車いす

乳幼児連れ
の母親

外国人

困ること 対応



❶「車いす」の避難者への対応
（１）避難所の運営 24

 居住スペースの通路側にスペースを確保し、移動距離を短くする
 車いす対応のトイレ設置や、おむつ交換も行えるスペースを準備する
 寝起きや移動をしやすくするよう簡易ベッドを用意する
 体温の調整ができるように、エアコンの使用などで室温が調節できる

スペースや、気温の変化の少ないスペースを確保する
 避難生活が長期化する場合、福祉避難所への移送やホームヘルパー、

介護福祉士、介護支援専門員などと連携・協力する

対応方法（例）

 避難所内の移動やトイレが難しい場合がある

 床面に座ることが難しい場合がある

 脊髄を損傷している人は、感覚が無い上に体温調節が難しい場合がある

避難所で困ること

参考：京都府「福祉避難コーナー設置ガイドライン」、平成２５年３月
高知県「要配慮者の特性に応じた避難所における要配慮者支援ガイド」、令和２年８月



❷「乳幼児連れの母親」への対応
（１）避難所の運営 25

 乳幼児の言動や泣き声を迷惑に感じる方がいる

 プライバシーを守れる場所が必要（授乳室、おむつ交換室）

 乳児のための必需品不足（粉ミルク、おむつ、おしりふきなど）

 哺乳瓶の消毒が困難な場合がある

避難所で困ること

 個室を確保
 近くに大きな音に敏感な要配慮者がいないか確認し、いたら離す
 おむつが無い場合は、タオルを代用する
 哺乳瓶の煮沸消毒や薬液消毒ができないときは、使い捨ての

紙コップなどを活用して少しずつ飲ませる（硬水は避ける）
 避難生活が長期化する場合、医療機関関係者、保健師、保育士などと

連携・協力する

対応方法（例）

参考：京都府「福祉避難コーナー設置ガイドライン」、平成２５年３月
高知県「要配慮者の特性に応じた避難所における要配慮者支援ガイド」、令和２年８月



❸「外国人」への対応
（１）避難所の運営 26

避難所で困ること

 スマートフォンなどの翻訳機能を活用する

 やさしい日本語やボディランゲージを活用し情報提供する

 看板や張り紙はイラスト・図を中心に分かりやすく表示する

 宗教上食べられない食材などを本人に確認して対応する

 通訳ができる方（避難者、ボランティアなど）や日本語が理解できる
外国人の避難者などと協力・連携する

対応方法（例）

参考：京都府「福祉避難コーナー設置ガイドライン」、平成２５年３月

 言葉の壁で情報が得られないため、ルールの理解など意思疎通が難しい

 宗教や習慣の違いで誤解が生じることがある



要配慮者ごとの配慮(例)

（１）避難所の運営

参考：東京都「東京都避難所運営指針」、令和７年３月、ｐｐ．１４２-１４６
高知県「要配慮者の特性に応じた避難所における要配慮者支援ガイド」、令和２年８月
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区分 困りごとの例 配慮の例

高齢者
不便な避難生活で急速な活動力の
低下、水分摂取を控えてしまう

体調と相談しながら、軽い運動を行う
よう促す、水分補給やトイレに行くことを
呼びかける

認知症
環境の変化により症状の悪化や進行
の加速、日常生活の動作の低下

必要に応じて杖や車いすの利用を勧め
る、見守りや声かけをする

肢体不自由者
避難所内の移動が難しい、日常生活
の動作生活の動作の動作が１人では
難しい場合がある

移動しやすいスペースの確保、必要に
応じて日常生活の動作を支援する

視覚障害者
文字や図面などから情報を得ること
が難しい、避難所内の移動が難しい
場合がある

はっきりとした文字・色で案内、困ってい
る様子の時は声かけ・支援する、通路に
極力物を置かない

聴覚、音声、
言語障害

人の声、物置が聞こえないため情報
を得るのが難しい

手話通訳ができる人と連携する、対話の
ときは相手に顔を向けてマスク等は外し
て、口元や表情がはっきりと見えるよう
にする

要配慮者の特性と配慮の例



要配慮者ごとの配慮(例)

（１）避難所の運営

要配慮者の特性と配慮の例

参考：東京都「東京都避難所運営指針」、令和７年３月、ｐｐ．１４２-１４６
高知県「要配慮者の特性に応じた避難所における要配慮者支援ガイド」、令和２年８月
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区分 困りごとの例 配慮の例

知的障害者
コミュニケーションが難しい、
環境の変化に適応できない

ゆっくりと短い言葉で具体的に説明する、
パニックになっても落ち着ける場所を用
意する

発達障害者
避難所の設備が利用できない、
環境の変化に適応できない

情報を表にするなどし分かりやすく
伝え、見通しをもってもらう

精神障害者
環境の変化により精神安定・安心
を得ることが難しく、症状が悪化

大きな声や𠮟𠮟咤激励のような指示は
せずに優しく声かけをする、落ち着いた
態度で対応する

難病患者 特殊機器、受診を要する
食べ物の形状、通常の食事以外の間食が
必要かなど、特別な配慮が必要かをあら
かじめ確認する

妊産婦
動きに制限がある、授乳の場所に
困る

衛生的で段差などない場所、
個室を用意する

性的マイノリティ トイレや更衣室の利用がしづらい
男女双方利用可能なトイレ、個室の更衣室、
風呂なども設置する



配慮が必要な方への対応

29

配慮が必要な方には、健康状態や困っていることなど、
本人や家族から丁寧に話を聞き、必要な支援を行う

配慮が必要な方への対応

• まずヒアリングを実施
＜ヒアリング後に＞

• 段差の解消や外国語による避難所内情報の提供など、環境整備の検討
• 避難者同士の見守り体制の確保 （家族や支援者が一時的に離れることが
できるような配慮）

専門的な介護・医療・支援などが必要となる場合（例）

• 福祉避難所や病院への移動を検討する
• 要配慮者の状況を詳しく引き継げるよう、避難所での聞き取り記録
の整理

• 福祉避難所等への移動手段について、福祉タクシーや施設の車の
利用などの検討・確保

参考：東京都「避難所管理運営の指針 解説版」

（１）避難所の運営



【参考】「視覚障害者」の避難者への対応

30（１）避難所の運営

避難所で困ること

 壁伝いにトイレなどに行くことができるような居住スペースの確保

 順路に手すりなどを設け、移動経路上に障害物を置かない

 放送等による情報伝達

 驚かせることのないよう、正面から話しかける配慮

 点字タイプライターの手配

 パソコンなどの読上機能を使えるように、資料のテキスト形式データ
を用意

対応方法（例）

参考：京都府「福祉避難コーナー設置ガイドライン」、平成２５年３月

 視覚による状況判断ができない為、避難所内での各所への移動が困難

 掲示物や案内板などから情報収集することができない、難しい



【参考】「聴覚障害者」の避難者への対応

31（１）避難所の運営

避難所で困ること

 手話通訳者などの確保

 必要な情報は、リーフレットなどの印刷物や書き物による伝達

 積極的なコミュニケーションをとるよう配慮する

 支援者の識別表示（帽子・ジャンバー等）を用意

 「手話通訳・要約筆記をご希望の方は、受付にてお知らせください」
などの貼紙をする

対応方法（例）

参考：京都府「福祉避難コーナー設置ガイドライン」、平成２５年３月

 音声による情報が伝わらない

 外見からは障害があることが分からない

 コミュニケーションがとりづらい為、ストレスを抱えやすい



【参考】「知的障害者」の避難者への対応

32（１）避難所の運営

避難所で困ること

 家族等と一緒に生活できるような安心できる環境が何より大切

 本人が伝えたいことをゆっくりと聞き、「ゆっくり」「ていねいに」
「くりかえし」「わかりやすい言葉」で接する

 できるだけ一人にしないように努める

 パニックをおこす前に、騒がしい場所から静養室などの落ち着ける
場所で対応する

 医療機関などと連携し、薬等が入手できる支援体制を構築

対応方法（例）

参考：京都府「福祉避難コーナー設置ガイドライン」、平成２５年３月

 外見からは障害の有無が判断しにくい

 不安になり、パニックになる場合がある

 集団生活のペースやルールについていけない場合がある



【参考】要配慮者への支援の取組事例

33（１）避難所の運営

■聴覚障害者の視点に立った防災対策
（豊橋手話通訳学習者の会・豊橋手話ネットワーク：愛知県 豊橋市）

• 地域の防災訓練に参加を続けてきた経験を基に、避難所で行われる情報
発信やコミュニケーション場面を想定し、「避難所でのお知らせ絵カード」
等を制作。

• 「避難所でのお知らせ絵カード」等は、聴覚障害者だけでなく、日本語の
分からない方や大声が制限される状況に対しても有効

避難所でのお知らせ絵カード 薬に関する絵カード

参考：総務省消防庁「第２５回防災まちづくり大賞 受賞事例集」



【参考】身体障害者補助犬への対応

34

 身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬及び聴導犬）は、「身体障害者
補助犬法」に基づき訓練・認定された犬のことで、ペットとは異なり、
同法に基づく対応が必要

 このため、原則として、身体障害者と身体障害者補助犬を分離せず
福祉避難所等で受け入れるべきとされていることに留意する必要
がある

出典：「人とペットの災害対策ガイドライン」（環境省）

盲導犬：視覚障害のある人が街なかを安全に
歩けるようにサポートする。

介助犬：肢体不自由のある人の日常生活動作
をサポートする。

聴導犬：聴覚障害のある人に生活の中の必要
な音を知らせ、音源まで誘導する。

⇒ 平時から地域の方々に、災害時においては避難者の方々に、身体障害者補助犬
に対する理解を求めてください。また、災害時に備えて、避難所での受入訓練
などを実施することも大切。

⇒ アレルギー等がある方などに対しては、避難所内の生活圏を離す、別室を用意
するなどの配慮が必要となる場合がある。

（１）避難所の運営



【参考】災害時における外国人対応

35

災害時における多言語での情報提供や避難支援等に
活用可能な各種ツールがある

あらかじめダウンロードして、積極的に活用しましょう！

それぞれの概要は次スライド以降の 「【参考】 災害時の外国人への情報提供・災害対応支援ツール」に掲載

情報提供・支援ツールの例 ツールの概要

災害時多言語支援シート等 災害時に避難所や公共交通機関等で活用できる外国
人向けの情報提供（支援）ツール。やさしい日本語を
含む多言語に対応し、HPから誰でも簡単操作で活用
可能

多言語音声翻訳ツール
（VoiceTra等）

話しかけると外国語に翻訳してくれる音声翻訳アプリ。
｢VoiceTra｣や、「VoiceTra」の多言語翻訳技術を
活用した様々な民間企業の製品・サービスが提供され
ている

Safety tips 日本国内における緊急地震速報、津波警報、気象特別
警報等を多言語かつプッシュ型で通知できる災害時
情報提供アプリ

（１）避難所の運営



【参考】災害時の外国人への情報提供・災害対応支援ツール①

36（１）避難所の運営



【参考】災害時の外国人への情報提供・災害対応支援ツール①

37（１）避難所の運営



【参考】災害時の外国人への情報提供・災害対応支援ツール②

38

出典：https://voicetra.nict.go.jp/

（１）避難所の運営



【参考】災害時の外国人への情報提供・災害対応支援ツール②

39

出典：https://gcp.nict.go.jp/news/flyer_business_GCP.pdf

「VoiceTra」の多言語翻訳技術を活用した民間企業の製品・サービス

（１）避難所の運営



【参考】災害時の外国人への情報提供・災害対応支援ツール③

40（１）避難所の運営



【参考】災害時の外国人への情報提供・災害対応支援ツール③

41（１）避難所の運営



運営の人員が確保できない・・・

専門的な支援が必要・・・

そんな時は、

災害ボランティアを

活用しましょう



災害ボランティアの活用
（１）避難所の運営

避難者のニーズを踏まえ、
適切な支援につなげるためにボランティアを活用する

43

参考：内閣府「地域の「受援力」を高めるために（http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/juenryoku.pdf）」
内閣府「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン（チェックリスト）」、令和６年１２月改定

災害ボランティアとは

 災害ボランティアとは、被災地の生活の復旧や復興を支えたり、被災
された方々に寄り添いながら手助けをすることを目的に、「何か役に
立ちたい」「お手伝いしたい」という思いを持った人たちが、全国から
集まり、自発的に行う活動のこと

災害ボランティアの種類

 個人ボランティア、NPO・NGO・ボランティア団体に加えて、語学、
医療、福祉、手話通訳の分野などの専門ボランティアがいる

※「受援力」を高めましょう！
「受援力」とは、被災地となった際にボランティアを地域で受け入れるための環境や
知恵など、「支援を受ける力」のこと



避難所でのボランティア活動（例）
（１）避難所の運営 44

参考：内閣府「地域の「受援力」を高めるために（http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/juenryoku.pdf）」

活動例

避難所での手伝い（炊き出し、洗濯など）

話し相手、子どもの遊び相手、託児代行

ペットの世話

暮らしの手伝い （買い物、家事手伝いなど）

生活物資等の配布

交流機会づくり、イベント開催

暮らしの再建のための専門家の相談会



避難所でのボランティア受付
（１）避難所の運営 45

出典：静岡県「避難所運営マニュアル」 様式集

ボランティア受付票 ボランティア活動時の注意事項



避難者は、徐々に次の住まいへと

移り住んでいく・・・

避難所はどのような手順で

閉鎖していけばよいでしょうか？



⑤避難所の閉鎖
（１）避難所の運営

すべての避難者の理解を得ながら閉鎖を決める

参考：内閣府（防災担当）「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン（チェックリスト）」、令和６年６月、ｐｐ．５７-６０
愛知県「愛知県避難所運営マニュアル（本編）」、平成３０年３月改定

47

②説明会の開催協力

③閉鎖準備

①統合・閉鎖に向けた準備

④閉鎖

 避難所の縮小・統廃合の時期、閉鎖後の対応
などについて、■■市災害対策本部と協議する

 ■■市が開催する説明会の開催に協力する
 避難所利用者全員に説明会の開催を周知する

 避難者の情報を■■市に円滑に引き継ぐ
 施設全体の清掃や使用物品の返却、整理整頓

 避難所運営委員会は、避難所閉鎖の日に
解散する



休 憩
（１０分間）



(2) 避難所における
在宅避難者等への対応



在宅避難者等の実態
（２）避難所における在宅避難者等への対応

過去の災害では・・・

 健康状況等により避難所へ行くことが難しく、在宅避難を
せざるを得なかった

避難生活を送っているのは避難所にいる避難者だけではない

50

参考：中央防災会議「令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について（報告書）」、ｐ．９８
内閣府「令和６年能登半島地震における避難所運営の状況」、令和６年４月
内閣府（防災担当）「在宅・車中泊避難者等の支援の手引き」、令和６年６月

熊本災害デジタルアーカイブ（提供：嘉島町）

 在宅避難者や車中泊避難者等が
避難所に物資を取りに来ても渡さ
なかった

 支援物資の到着や分配に係る情報
などの必要な情報が提供されず、
支援が行き渡らなかった



在宅避難者等への対応
（２）避難所における在宅避難者等への対応

対応の基本

 避難所を在宅避難者等の支援の場としても機能させる

 情報収集や情報提供、食料、飲料水、物資、サービスの提供
は避難所の避難者と同様に行う

 在宅避難者が避難所に来た際には、受付シート（名簿）に記入
してもらい、在宅避難者等の数やニーズを把握する

避難所外で避難生活を送る場合であっても、
避難所の避難者等と同等の支援を受けられるようにする

参考：内閣府（防災担当）「在宅・車中泊避難者等の支援の手引き」、令和６年６月、ｐｐ．３１-３２

51

地域で活動する自治会・町会と連携する



まとめ

• 避難所の円滑な運営を図るために、運営や
生活ルールを作成し、周知する

• 一人ひとりの避難者の状況や希望に応じた
支援を行う（支援に結びつける）

• ボランティアの協力を得て、質の高い避難所
運営を実現する

• 地域の防災拠点として、在宅避難者などに
も物資・情報・サービスを提供する

（２）避難所における在宅避難者等への対応 52
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